
日本医療薬学会 Postdoctoral Award選考規程 

 

 

第１条 日本医療薬学会は、医療薬学分野に関する研究課題に取り組んだ学業活動によ

り学位を取得した本学会会員を対象に、優れた学業研究を修め将来性が期待で

きる者を表彰するため、日本医療薬学会 Postdoctoral Awardを制定する。 

 ２  本賞の対象となる学位の種類を博士に限定し、その分野を問わない。 

 

第２条 賞は賞状等および副賞とする。詳細については別に定める。 

 

第３条 授賞対象者は、次のとおりとする。 

（１） 本学会の会員であること。 

（２） 学位（博士）の授与日より３年以内であること。 

 

第４条 表彰は年１回、授賞は原則として１０名以内とする。ただし、応募者数に応じ

て授賞者を増やすことができる。 

 

第５条 授賞候補者は学術関連賞選考委員会が選考する。 

 

第６条 会頭は、前条による選考結果の報告を受け、これを理事会に諮り、授賞者を決

定する。 

 

第７条 受賞者の表彰は学会賞表彰式において行う。 

 

第８条 受賞者は、受賞年度に開催される年会において受賞講演を行う。受賞者は、受

賞研究に関する紹介記事を執筆する。 

 

第９条 本規程は、理事会の議を経て改廃する。 

 

附則 この規程は２０２４年１１月１日より実施する。 

 

制定 ２０１１年１１月１５日 

２０１９年１０月 ３日 



２０２０年 ６月 １日 

２０２４年１０月２４日


